
社会福祉法人新座市社会福祉協議会  
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

男女ともに全ての職員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行

動計画を策定する。  

 

１ 計画期間  令和４年４月１日～令和７年３月３１日  

２ 目標  

目標：全ての職種の労働者に占める女性の割合を３０％以上にする。  

 

取組内容  

令和４年７月～ 女子学生の多い学校にも求人を出し、女性が活躍できる職  

場であることについて積極的な広報をする。  

令和５年７月～ 育児や介護等の事情があっても働きやすい職場環境へ向け  

て、関係制度の周知や利用促進を行う。  

令和６年４月～ 法律を上回る育児・介護休業等の制度整備の検討を行う。  


